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Ｗｅｂ版ＰＲＴＲ届出作成支援システム 
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  届出作成支援システムのページを開きます 

https://www.nite.go.jp/chem/prtr/shien_system.html 

 

 
 
■ 燃料小売業方で排出量の算出のみの場合 →P.10 へ 

 

  

  

  

 

 

■ 変更届出は［２．変更届出書作成］をクリック→P.12 へ 

 

  

届出内容の直接入力や、保存済みの届出用

XML の読込ができます 

 

  

 

 

■ 燃料小売業の方は算出結果から別紙を作成できます

→P.9 へ 

 

  

印刷やファイル保存ができます  

    

 

Ｐ.１ 

PRTR 排出量等届出の作成手順 
 

Ｐ.２ 

Ｐ.５ 

Ｐ.１ 

① PRTR届出作成支援システム

（NITEサイト内）にアクセスして

［届出書作成］をクリックします

② 免責事項を確認して

［同意する］ をクリックします

③トップ画面で

［１．届出書作成］をクリックします

④ 本紙の届出内容を入力します

⑤ 別紙の届出内容を入力します

⑥ 届出内容を出力します

Ｐ.１ 

 PRTR 作成支援 

Ｐ.３ 

https://www.nite.go.jp/chem/prtr/shien_system.html
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１． PRTR 排出量等届出の作成手順 

１．１ 「PRTR 届出作成支援システム」へアクセス 

   

（１）PRTR 届出作成支援システム 

https://www.nite.go.jp/chem/prtr/shien_system.html 

上記の URL にアクセスして「届出書作成」リンク

をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）PRTR 届出作成支援システムの利用規約・

免責事項が表示されます。 

内容をよく確認し、同意できる場合は「同意する」

をクリックして次へ進みます。 

 

 

 

 

 

 

 

（３）免責事項に同意すると、PRTR 届出作成支

援のトップ画面が表示されます。 

「１．届出書作成」をクリックします。 

 

※これから作成する届出書の排出把握年度で

あるか確認してください。 

例） 届出期間が２０２６年４月１日から６月３０

日の場合、届出書の排出把握年度は「２０２５

年度」です。  

燃料小売業の方で、排出量の算出だけ

の場合は、「２．４ 燃料小売業の方で排

出量の算出だけしたい」（P.10）を参照し

てください。 

 

 PRTR 作成支援 

https://www.nite.go.jp/chem/prtr/shien_system.html
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１．２ 届出書の「本紙」を作成 

 

（１）排出量等届出の入力画面が表示されま

す。本紙（届出者情報、事業所の概要、従業

員数・業種、担当者情報等）を入力します。 

 

届出先、提出先をプルダウンリストから選択

します。 

 

 

 

 

 

（２）届出者情報、事業所の概要などの住所

は、郵便番号を入力してから「住所検索」ボタ

ンをクリックすると、簡単に入力できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※従たる事業に入力が必要な場合は、従た

る事業欄の▼ボタンをクリックし、業種名を選

択後、「業種追加」ボタンをクリックしてくださ

い。 

 

本紙情報の入力が完了しましたら、別紙情報

の入力に進みます。 

 

 

 

 

  

作成した内容を保存しておきたい場合

は、「２．１ 作成途中の内容を一時保

存したい」（P.7）を参照してください。 
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１．３ 届出書の「別紙」を作成 

 

（１）「別紙新規追加」ボタンをクリックします。 

別紙の内容を入力後、「入力完了」ボタンをク

リックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）作成した別紙が左側のメニューに表示さ

れます。 

これで１つの化学物質の別紙が作成できまし

た。 

 

さらに化学物質（別紙）を追加する場合は、

（１）～（２）の手順を繰り返します。 

 

 

 

 

 

※左側のメニューに作成した別紙が表示され

ないときは、未入力の項目があるまたは、同

一の物質を作成しようとしていると考えられま

す。 

画面上部にエラーメッセージが表示されます

ので、確認してください。 

  

燃料小売業の方で、排出量の算出をして

から別紙を作成する場合は、「２．３ 燃料

小売業の計算結果から別紙を作成したい」

（P.9）を参照してください。 
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➢ 入力した別紙内容の変更と削除の手順 

 

■ 別紙内容を変更する場合 

 

左側のメニューから対象の物質を選択すると、

作成済の物質（別紙）が変更できます。変更が

完了しましたら「入力完了」ボタンを必ずクリッ

クします。 

 

 

 

 

 

 

 

■ 別紙内容を削除する場合 

 

作成済の物質（別紙）を削除する場合は、左

側のメニューから対象の物質を選択して「この

別紙を削除」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

30 分間操作がないと入力中のデータが失われる場合がありますのでご注意ください。

定期的な操作や XML ファイルの保存（P.5）を行ってください。 

※削除が完了すると、 

メニューに表示されていた物質（別紙）が消去されます 
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１．４ 届出書を保存（印刷やファイル保存）する 

 

（１）届出書を保存します。 

 

画面上部の「XML ファイルを保存」ボタンや

「届出書 PDF ファイルを保存」ボタンをクリッ

クすると、入力した排出量等届出書の内容が

保存できます。 

届出方法や用途によって、出力するファイル

が変わります。 

 

 

 

➢ ＸＭＬファイル・ＰＤＦファイルについて 

 

 

 

 

 

 

届出

方法 

届出用 XML ファイル 印刷用 PDF ファイル 

XML ファイルを開く XML ファイルを保存 
届出書 

PDF ファイルを保存 

磁気ディスク提出票 

PDF ファイルを保存 

書面

届出 
  

 
※入力内容にエラーがあ

る場合は保存不可。 

 

磁気

届出 
    

※XML ファイルは再読込後、修正が可能です（PDF ファイルは修正不可）。そのため、届出方法にかかわらず、

XML ファイルのデータ保存をおすすめします。保存したデータは、変更届出などにも利用できます。 
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（２）ファイルを保存するボタンをクリックすると、

ブラウザの案内に従って、保存できます。 

表示されたメニューでは「名前をつけて保存」

を選択してください。 

※「開く」は選択しないで下さい。 

 

ご利用のブラウザによっては確認メッセージ

が表示される場合があります。詳しくは「２．１

作成途中の内容を一時保存したい」（P.7）を

ご参照下さい。 

 

 

※XML ファイル保存時に入力内容にエラー

がある場合は、ポップアップ画面が表示されま

す。 

修正してから保存する場合は、「キャンセル」

ボタンをクリックすると届出書の入力画面に戻

ります。 

 

具体的なエラー内容が、画面上部に表示され

ますので、修正を行い再度（２）の手順を行っ

てください。 

（入力内容にエラーがあっても保存はできます。

その場合は「ＯＫ」ボタンをクリックします。） 

 

※印刷用 PDF ファイルは、入力内容にエラー

がある場合は保存できません。 
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２． こんなときは？ 

２．１ 作成途中の内容を一時保存したい 

 

（１）作成途中（未完成の届出書）でも保存はできま

す。画面上部の「XML ファイルを保存」ボタンをクリ

ックします。 

 

※印刷用 PDF ファイルは、入力内容にエラーがあ

る場合は保存できません。 

 

 

※一時保存のため、届出内容に未入力の項目があ

るときは、ポップアップ画面が表示されますが、この

まま保存できます。 

「OK」ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

（２）ご利用のブラウザの表示に従い、「名前をつけて

保存」をクリックしてファイルを保存してください。（「開

く」ボタンは使用しないでください。） 

※Microsoft Edge の場合、「名前を付けて保存」で

保存先を指定すると、追加の確認メッセージが表示

されることがあります。表示されたら「保存」ボタンを

クリックして下さい。 

 

 

※Microsoft Edge（IE モード）の場合、通知バーに

確認メッセージが表示されます。「保存」ボタンをクリ

ックすると、既定のダウンロードフォルダにファイルが

保存されます。 

※「保存」ボタン横の▼をクリックして「名前を付けて

保存」を選択すると、保存先を指定できます。 

 

  

上記メッセージが表示された場合は、 

「保存」ボタンをクリックしてください。 

保存した XML ファイルの続きを作成する場合は、ファ

イルの読込みを行います。「２．２ 保存した XML ファ

イルを読込んで作成したい」（P.8）を参照してください。 

Microsoft Edge 

Microsoft Edge（IEモード） 



8 

２．２ 保存した XML ファイルを読込んで作成したい 

 

（１）画面上部の「XML ファイルを開く」ボタンを

クリックします。 

XML ファイル選択画面の「XML ファイルを開く」

ボタンをクリックし、対象のファイルを選択して

「開く」ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）データの読込みができたら、変更したい項

目を訂正します。 

 

→ 本紙項目を変更する場合は、「１．２届出

書の「本紙」を作成」（P.2）を参照してください。 

→ 別紙項目を変更する場合は、「➢ 入力し

た別紙内容の変更と削除の手順」（P.4）を参照

してください。 

 

 

 

（３）変更が完了しましたら、ファイルを保存しま

す。 

 

→ ファイルの保存は、「１．４ 届出書を保存

（印刷やファイル保存）する」（P.5）を参照してく

ださい。 

保存していた XML ファイルが旧様式の場

合、排出把握年度 2023 年以降を選択して

読込むと、スキップ等のメッセージが表示さ

れることがあります。 

※新様式で変更された項目や分離・統合・

削除された化学物質は変換やスキップされ

ます。 
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２．３ 燃料小売業の方で算出結果から別紙を作成したい 

 

 

 

 

 

（１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）「２．４ 燃料小売業の方で排出量の算出

だけしたい」（P.10）（２）~（３）の手順で排出量

の算出を行います。 

 

画面上部の「算出結果から別紙を作成する」

ボタンをクリックすると、算出結果の別紙が作

成されます。 

 

※Ａ重油の排出量算出機能については、2019 年

3 月末をもって提供を終了しております。 

 

 

左側のメニューに別紙が作成されました。 

 

 

 

 

 

 

  

算出方法は、ガソリンスタンドにおける地下貯蔵タンクの場合を想定しています。 

他の算出方法（燃焼器具の燃料等）には使えません。 

給油機アイコンをクリックします。 
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２．４ 燃料小売業の方で排出量の算出だけしたい 

 

 

 

 

 

（１）燃料小売業の排出量算出 

https://www.nite.go.jp/chem/prtr/calc.html 

上記の URL にアクセスして、「排出量算出」リン

クをクリックします。 

 

 

※このリンクで遷移した場合には別紙を作成す

るボタンは表示されません。 

 

 

 

 

（２）ガソリンの受入量／給油量、ベーパー回収設

備の有無を入力して「排出量を算出する」ボタンをク

リックします。 

 

 

 

 

 

 

（３）画面を下にスクロールすると、算出結果が

表示されます。 

 

※ガソリンの受入量／給油量などを間違えて

入力した場合は、（２）の画面で数値を入れ直し

て再度「排出量を算出する」ボタンをクリックし

てください。 

  

※＜手順＞リンクをクリックすると、算出ガイドが

全表示されます。 

算出方法は、ガソリンスタンドにおける地下貯蔵タンクの場合を想定しています。 

他の算出方法（燃焼器具の燃料等）には使えません。 

 PRTR 燃料算出 

https://www.nite.go.jp/chem/prtr/calc.html
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➢ 算出結果の印刷手順 

 

（１）算出結果を印刷できます。 

算出後、画面上部の「算出結果を印刷する」

ボタンをクリックします。 

 

※電子届出を行う場合は、算出結果を参照

しながら、PRTR 届出システムの別紙入力画

面へ直接入力してください。 

 

 

 

 

（２）印刷対象の内容が画面に表示されます。

画面上部の「印刷」ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

（３）印刷ダイアログが表示されたら、「印刷」

ボタンをクリックします。指定したプリンタで算

出結果が印刷されます。 
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２．５ 変更届出書を作成したい 

 

（１）PRTR 届出作成支援のトップ画面で 

「２．変更届出書作成」をクリックします。 

 

※作成する変更届出の排出把握年度であ

るか確認してください。 

例） 届出期間が２０２６年４月１日から６月

３０日の場合、変更届出の排出把握年度は

「２０２５年度」です。 

 

 

 

（２）変更届出書の入力画面が表示されます。

変更届出書（届出者情報、事業所の概要、

変更の理由、担当者情報）を入力します。 

 

※変更届出の提出日は、実際に提出する日

付を入力します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※保存していたXMLファイルを読込んで変更

届出書を作成する場合、「選択されたファイル

は届出用 XML ファイルです。そのまま処理を

続けますか？」 

とメッセージが表示されますが、「そのまま続

ける」をクリックします。 

  

保存した XML ファイルを読込み変更届

出書を作成する場合は、「２．２ 保存した

XML ファイルを読込んで作成したい」

（P.8）を参照してください。 
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（３）本紙をクリックして本紙（届出者情報、事

業所の概要、従業員数・業種、担当者情報）

を入力します。 

 

※本紙の提出日は元の届出の日付を入力

します。 

 

→ 本紙の入力は、「１．２ 届出書の「本紙」

を作成」（P.2）を参照してください。 

 

 

 

（４）「別紙新規追加」をクリックして別紙の情

報を入力します。 

 

→ 別紙入力は、「１．３ 届出書の「別紙」を

作成」（P.3）を参照ください。 

 

→ 燃料小売業の計算結果から別紙を作成

する場合は、「２．３ 燃料小売業の方で算出

結果から別紙を作成したい」（P.9）を参照くだ

さい。 

 

 

 

（５）すべて（変更届出書、本紙、別紙）の入力

が完了しましたら、作成した内容を保存しま

す。 

 

→ 保存については、「届出書を保存（印刷や

ファイル保存）する」（P.5）を参照ください。 
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２．６ 取下げ願いを作成したい 

 

（１）PRTR 届出作成支援のトップ画面で 

「３．取下げ願い作成」をクリックします。 

 

※作成する取下げ願いの排出把握年度で

あるか確認してください。 

例） 届出期間が２０２６年４月１日から６月３

０日の場合、取下げ願いの排出把握年度は

「２０２５年度」です。 

 

 

 

※取下げ願いを提出すると、該当の排出把

握年度の届出が破棄されることになります

ので、ご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

（２）取下げ願いの入力画面が表示されます。

取下げ願い（届出者情報、事業所の概要、

取下げの理由、担当者情報）を入力します。 

 

※取下げ願いの提出日は、実際に提出する

日付を入力します。 
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※排出量等届出の提出日は届出書本紙の

提出日の日付を入力します。 

お手元に届出を行った届出書本紙を準備し

て提出日を入力して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）すべての入力が完了しましたら、作成し

た内容を保存します。 
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３． よくある質問 

３．１ 画面操作・入力方法 

 

Q1. 本紙の法人番号欄には何を入力すればよいですか？ 

A1. 所属の管理部門に確認するか、国税庁の法人番号公表サイトで検索してください。 

https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/ （国税庁 HP：国税庁法人番号公表サイト） 

登記のない法人などで法人番号が無い場合は、法人番号欄は空欄のままで問題ありません。 

 

Q2. 従たる事業を追加したら、プルダウンに表示されなくなりました。大丈夫ですか？ 

A2. はい、正常な動作です。 

従たる事業を追加すると、選んだ業種は、画面下部の「▼業種コード：業種名」欄へ移動します。そのため、プル

ダウンからは表示されなくなりますが、正常に追加されています。詳細は P.2 を参照ください。 

 

Q3. 別紙の河川が選択できません。 

A3. 本紙の「提出先」が未選択の場合、河川の選択肢は表示されません。 

本紙で提出先を選択したあと、もう一度河川を選択してください。 

 

Q4. 入力した別紙の数字が変換されました。 

A4. 問題ありません。 

別紙の数値は有効数字 2 桁に丸めて自動変換されます。有効数字の詳細は、PRTR 届出の手引き又は PRTR

排出量等算出マニュアルを参照ください。 

 

 

 

３．２ 届出作成・変更 

 

Q1. PDF ファイルや印刷物しか手元にありません。ここから変更届出を作成できますか？ 

A1. はい、作成できます。 

元の届出内容と変更内容を手入力して変更届出書を作成してください。※XML ファイルがある場合は取り込ん

で編集できます。 

 

Q2. 印刷物の内容に誤りがありました。修正できますか？ 

A2. XML ファイルがあれば、取り込んで修正し再印刷できます。 

保存していない場合は、正しい内容を手入力して再印刷してください。なお、印刷した届出書に手書きで修正し

ても、QR コードの内容は変わりません。内容を一致させるには再印刷が必要です。取込の詳細は P.8 を参照く

ださい。 

 

  

https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/
https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/
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３．３ 保存・再編集（ファイル保存・読み込み） 

 

Q1. 一時保存できますか？ 

A1. XML 形式で保存できます。 

保存したファイルは再読み込みして編集できます。保存の詳細は P.7 を参照ください。

 

Q2. ファイルはどこに保存されますか？ 

A2. 通常はブラウザのダウンロードフォルダに保存されます。 

仮想環境や制限がある場合は、所属組織のシステム管理者に確認してください。 

 

Q3. 過去に保存した XML ファイルを取り込んで修正できますか？ 

A3. 取り込みできます。把握年度が異なっていても取り込めます。 

ただし、2022 年以前のデータは様式が異なるため、項目スキップなどのメッセージが表示される場合がありま

す。取込の詳細は P.8 を参照ください。 

 

 

３．４ エラー・警告メッセージ（原因と対処方法） 

 

Q1. 『同一の物質は複数件登録できません』と表示されます。 

A1. 入力した別紙は既に登録済みです。 

画面左側の物質名をクリックして編集してください。 

 

Q2. 郵便番号入力で『該当する市区町村がありません』と表示されます。 

A2. 郵便番号が誤っているか、大口郵便番号（事業所の個別郵便番号）が入力されている可能性があります。 

正しい郵便番号を再入力するか、大口郵便番号ではなく地域の郵便番号を入力してください。 

 

Q3. 『アプリケーションエラーが発生しました。』と表示されます。 

A3. 多くの場合、セッションエラーが原因です。 

画面を閉じて再度操作してください。本システムは、30 分以上操作しないとセッション（作業中の接続状態）が切

れる仕組みです。また、利用環境によっては予期せず切断されることがあります。入力内容が失われないよう、

こまめに「XML 形式で一時保存」してください。保存の詳細は P.7 を参照ください。
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Q4. 『この項目には文字コード JISX0208 の範囲外の文字が含まれています。』と表示されます。 

A4. 置き換え可能な文字、またはカタカナで入力してください。 

本システムでは JIS 第 1・第 2 水準以外の特殊な文字は使用できません。 

▪ 使用できない例：○囲い数字/旧字体/半角カタカナ/半角「、」/1 文字の「(株)」 

▪ 置換例：「髙 → 高」「﨑 → 崎」「隆 → 隆」「德 → 徳」 

氏名に使用不可の文字が含まれる場合も、置き換えて入力していただく必要があります。 

 

Q5. 届出先大臣と主たる事業の組み合わせが正しくないと表示されます。 

A5. 組み合わせが誤っている場合に表示されます。 

入力内容を確認してください。ただし、事業者によっては例外的な組み合わせとなる場合があり、その場合はそ

のまま進めても問題ありません。 

業種コード・届出先一覧はこちら→https://www.nite.go.jp/data/000008862.pdf 

 

 

 

３．５ 届出に関するヒント 

 

Q1. 本システムのデータを電子届出で利用できますか？ 

A1. はい、利用できます。 

本システムで保存した XML ファイルは電子届出に取り込めます。ただし、電子届出には XML なしでも簡単に入

力できる「入力補助」機能があるため、電子届出を行う際に XML は必須ではありません。 

別紙が多い場合などは XML を取り込むと入力の手間を省けますが、エラーを含んだまま一時保存した XML は、

警告が出たり取り込めないことがあります。

 

Q2. 書面届出から電子届出に切り替えることはできますか？ 

A2. 可能です。 

電子届出を利用するには、事前に「ユーザ ID」の取得が必要です。ユーザ ID をお持ちでない場合は、提出先の

自治体へお問い合わせいただくか、取得の案内ページをご確認ください。 

▪ 自治体の問い合わせ先（環境省 HP）はこちら→

https://www.env.go.jp/chemi/prtr/notification/submit.html#lg-counter 

▪ ユーザ ID 取得の案内ページはこちら→https://www.nite.go.jp/chem/prtr/itdtp.html#n2 

 

 

https://www.nite.go.jp/data/000008862.pdf
https://www.env.go.jp/chemi/prtr/notification/submit.html#lg-counter
https://www.nite.go.jp/chem/prtr/itdtp.html#n2

